
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

（
政
党
の
支
部
）

政

治

団
体

の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年
月

日

名

称

公
明
党
奈
良
県

大
国
正
博

主
た
る
事
務

奈
良
市
法
蓮

奈
良
市
法
蓮

令
和
二
年
二
月

本
部

所
の
所
在
地

町
一
〇
八
六

西
町
四
二
四

二
十
五
日

ー
三

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治

団

体
の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動
年

月
日

名

称

猪
奥
美
里
後
援

猪
奥
美
里

会
計
責
任
者

猪
奥
美
里

古
勝
一
予

令
和
二
年
二
月

会

十
七
日

石
田
三
郎
後
援

浅
川
均

代
表
者

浅
川
均

上
田
勝
弘

令
和
二
年
二
月

会

十
四
日

会
計
責
任
者

細
川
晧
司

播
田
哲
雄

梶
井
の
り
子
後

梶
井
憲
子

政
治
団
体
の

梶
井
の
り
子

梶
井
の
り
子

令
和
二
年
一
月

援
会

名
称

後
援
会

を
サ
ポ
ー
ト

一
日



す
る
会

川
島
実
後
援
会

川
島
実

会
計
責
任
者

辰
西
正

横
田
昌
和

令
和
二
年
二
月

十
二
日

協
創
い
こ
ま

小
紫
雅
史

主
た
る
事
務

生
駒
市
南
田

生
駒
市
壱
分

令
和
二
年
二
月

所
の
所
在
地

原
町
七
四
五

町
七
五
八
ー

一
日

ー
一

一
ー
三
ー
一

〇
三

黒
田
孝
後
援
会

青
木
孝
益

代
表
者

青
木
孝
益

田
村
勇
孝

令
和
二
年
二
月

四
日

会
計
責
任
者

黒
田
孝

吉
田
房
彦

幸
友
会

槙
尾
悟

会
計
責
任
者

松
本
廣
幸

森
昌
彦

令
和
二
年
二
月

十
日

笹
井
由
明
後
援

藤
井
康
治

代
表
者

藤
井
康
治

藤
山
龍
雄

令
和
二
年
二
月

会

四
日

会
計
責
任
者

村
田
謹
司

福
井
一
美

税
理
士
に
よ
る

辻
井
賢
博

会
計
責
任
者

木
下
德
一

米
田
昌
弘

令
和
二
年
二
月

奥
野
し
ん
す
け

七
日

後
援
会

戸
谷
仁
史
後
援

髙
木
和
樹

会
計
責
任
者

表
泰
憲

山
本
昌
美

令
和
二
年
二
月

会

二
十
五
日

冨
野
孝
之
後
援

岡
本
惠
史

代
表
者

岡
本
惠
史

冨
野
孝
之

令
和
二
年
二
月

会

十
七
日



会
計
責
任
者

冨
野
孝
之

冨
野
隆
雄

松
木
雅
徳
後
援

安
井
寿
一

代
表
者

安
井
寿
一

岡
進

令
和
二
年
一
月

会

七
日

森
下
ゆ
た
か
後

森
下
豊

主
た
る
事
務

橿
原
市
石
川

橿
原
市
久
米

令
和
二
年
一
月

援
会

所
の
所
在
地

町
七
五
ー
五

町
六
四
六
ー

一
日

二
〇
一

大
和
高
田
市
あ

堀
内
大
造

主
た
る
事
務

大
和
高
田
市

大
和
高
田
市

令
和
二
年
二
月

ら
い
正
吾
後
援

所
の
所
在
地

大
字
曽
大
根

旭
南
町
八
ー

一
日

会

三
五
五
ー
五

三
六

代
表
者

堀
内
大
造

吉
田
誠
克

会
計
責
任
者

生
駒
泰
延

木
本
正
義
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